
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第１０９号 

事故等種類 木材係留杭損傷 

発生日時 平成２５年１２月１３日 ０７時００分ごろ 

発生場所 香川県高松市高松港西方の貯木場 

 高松市所在の弦打
つるうち

港東防波堤灯台から真方位２５８°７５０ｍ付近

 （概位 北緯３４°２１.３′ 東経１３４°００.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 たま、１９トン 

   ２９２－４１５９６岡山、有限会社前田組 

Ｂ 起重機船 第八水島
みずしま

号、約６７８トン 

   なし、有限会社前田組 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

木材係留杭 曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ａ船の船尾から出した長さ約

３０ｍのえい
．．

航索で作業員２人を乗せたＢ船の船尾を繋
つな

いで引船列

（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、船長Ａが手動操舵で操船

に当たり、高松港西方の貯木場内の港湾土木工事場所から、約１ノッ

トの対地速力で東進した。 

 船長Ａは、Ａ船引船列を貯木場の出入口に向けるため、左回頭を始

めたところ、Ｂ船の船首が外方に振れ、平成２５年１２月１３日０７

時００分ごろＢ船の左舷船首部の防舷材と木材係留杭とが衝突した。

 船長Ａは、衝突したことに気付かずに航行を続け、１４日に港湾土

木工事の元請会社担当者からの連絡で本事故を知った。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０７時０１分ごろ 

 その他の事項  貯木場内には、木材係留杭が南北方向の間隔が約３０ｍで設置され

ていた。 

 船長Ａは、Ｂ船の船尾部の甲板室が妨げとなり、Ｂ船の船首部付近

を見通すことができなかった。 



 

 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船引船列は、高松港西方の貯木場を東進中、左回頭を始めたとこ

ろ、Ｂ船の船首が外方に振れたことから、Ｂ船の左舷船首部と木材係

留杭とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、高松港西方の貯木場を東進中、左回頭を

始めたところ、Ｂ船の船首が外方に振れたため、Ｂ船の左舷船首部と

木材係留杭とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・引船列を構成して狭い水域を航行する際は、えい
．．

航される船舶の

振れを考慮して操船に当たること。 

 


